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令和７年 

 

第４回伊是名村議会臨時会会期日程 

 

会 期  １日間     

自 令和７年８月１５日 

至 令和７年８月１５日 

月  日 曜日 会議、休会、その他 

８月１５日 金 本会議(開会、議案審議、閉会) 
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（議決結果） 

令和７年第４回伊是名村議会臨時会議決一覧 

議案番号 件       名 
議 決 

年月日 

議決の 

結 果 

議  案 

第４２号 

伊是名村職員等の旅費に関する条例

の一部を改正する条例 

令和７年 

８月１５日 
原案可決 

議  案 

第４３号 

伊是名村特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例 

〃 〃 

議  案 

第４４号 

伊是名村特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

〃 〃 

議  案 

第４５号 

委託業務契約について（伊是名村デ

ジタル防災行政無線基地局機能強化

事業） 

〃 〃 

議  案 

第４６号 

物品購入契約について（水槽付き消

防ポンプ自動車購入） 
〃 〃 

議  案 

第４７号 

工事請負契約について（海岸保全施

設整備工事(Ｒ７－１)） 
〃 〃 

陳  情 

第 １ 号 
島産品の優先使用について（要請） 〃 採  択 

陳  情 

第 ２ 号 
県産品の優先使用について（要請） 〃 〃 
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令和７年第４回伊是名村議会臨時会会議録 第１号 

招集年月日  令和７年８月１５日 

招集の場所  伊是名村議会議事堂 

開会・閉会 

議長の宣告 

開会 令和７年８月１５日 １４時００分 議長 潮平そのみ 

閉会 令和７年８月１５日 １４時３０分 議長 潮平そのみ 

 

議員の出席及び欠席 

出席８名 欠席０名 

議席番号 氏   名 出欠別 議席番号 氏   名 出欠別 

１ 髙 良 真 伊 出  席 ８ 伊 禮 正 徳 出 席 

２ 東 江 清 和 〃 ９ 潮平そのみ 〃 

３ 伊 禮 正 隆 〃    

５ 東 江 源 也 〃    

６ 上 原 長 良 〃    

７ 前 川 秀 和 〃    

 

会議録署名議員 

７番 前 川 秀 和 ８番 伊 禮 正 徳 

                                  

職務のため会議に出席した者の職氏名 

議会事務局長 兼 元 清 永 議会事務局主任 仲 田 広 美 

                                  

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

村 長 奥 間  守 農林水産課長 神 田 宗 秀 

副 村 長 高 良 和 彦 建設環境課長 濱 里  篤 

総 務 課 長 諸見美奈子 教育振興課長 東 江 隆 路 

企画政策課長 諸 見 直 也 住民福祉課長 前 川 栄 進 

会 計 管 理 者 前 田 秀 光 商工観光課長 末 吉 長 吉 

 

 

会議の経過 別紙のとおり 
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会議に付した事件       令和７年８月１５日 

 会議録署名議員の指名 

 会期の決定 

 伊是名村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例 

 伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 委託業務契約について（伊是名村デジタル防災行政無線基地局機能強化

事業） 

 物品購入契約について（水槽付き消防ポンプ自動車購入） 

 工事請負契約について（海岸保全施設整備工事(Ｒ７－１)） 

 島産品の優先使用について（要請） 

 県産品の優先使用について（要請） 



 - 5 - 

令和７年第４回伊是名村議会臨時会議事日程（第１号） 

１．開 議 午後２時００分 

２．付議事件及び順序      令和７年８月１５日（金） 

日程番号 議案番号 件     名 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定 

３ 議案第42号 
伊是名村職員等の旅費に関する条例の一部を改正

する条例 

４ 議案第43号 
伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例 

５ 議案第44号 
伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

６ 議案第45号 
委託業務契約について（伊是名村デジタル防災行

政無線基地局機能強化事業） 

７ 議案第46号 
物品購入契約について（水槽付き消防ポンプ自動

車購入） 

８ 議案第47号 
工事請負契約について（海岸保全施設整備工事（Ｒ

７－１）） 

９ 陳情第１号 島産品の優先使用について（要請） 

10 陳情第２号 県産品の優先使用について（要請） 
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議長（潮平そのみ） 

 ただいまから令和７年第４回伊是名村議会臨時会を開会いたします。 

（午後２時００分） 

 ただいまの出席議員は、８人です。 

 執行部の説明員であります教育長は欠席であります。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

 日程第１ 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、７番前川

秀和議員及び８番伊禮正徳議員を指名します。 

 日程第２ 

 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日８月１５日の１日間としたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日８月１５日の１日間と決定い

たしました。 

 日程第３ 

 議案第４２号・伊是名村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 

村長（奥間 守君） 

 提案理由説明の前に本日第４回臨時会を招集いたしましたところ、全議員お

揃いで開会できますことを心から感謝申し上げます。 

 本日、執行部側から条例の一部改正３件と契約関係３件、計６件、議会の方

から陳情２件の提案となっておりますので、よろしくご審議賜りますよう、お

願いいたします。 
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 それでは提案理由の説明をいたします。 

 議案第４２号・伊是名村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 伊是名村職員等の旅費に関する条例(平成２９年条例第１号)の一部を別添

のとおり改正したいので、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求めます。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、伊是名村職員等の旅費について、国内外の経済社会情勢に合わせ、

旅費の支給を行うため、本条例の一部を改正する必要があり本案を提出いたし

ます。 

 別添、新旧対照表、改正前、改正後のとおり、内国旅行、外国旅行の宿泊費

の改正となっております。よろしくご審議お願いいたします。以上です。 

議長（潮平そのみ） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終ります。 

 これから議案第４２号・伊是名村職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４２号・伊是名村職員等の旅費に

関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第４ 

 議案第４３号・伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 
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村長(奥間 守君) 

 議案第４３号・伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例 

 伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和４７

年条例第１７号)の一部を別添のとおり改正したいので、地方自治法(昭和２２

年法律第６７号)第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めます。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、伊是名村特別職の職員で常勤のものの旅費について、国内外の経

済社会情勢に合わせて、旅費の支給を行うため、本条例の一部を改正する必要

があり本案を提出いたします。 

 内容については先程の職員の旅費の一部改正と同様、宿泊費の改正となって

おります。よろしくお願いします。 

議長(潮平そのみ) 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終ります。 

これから議案第４３号・伊是名村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４３号・伊是名村特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、原

案のとおり可決されました。 

 日程第５ 

 議案第４４号・伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
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関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 

村長(奥間 守君) 

 議案第４４号・伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例。 

 伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭

和４７年条例第１５号)の一部を別添のとおり改正したいので、地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求

めます。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償につい

て、国内外の経済社会情勢に合わせて、旅費の支給を行うため、本条例の一部

を改正する必要があり本案を提出いたします。 

 この条例一部改正についても宿泊費の改正となっておりますので、よろしく

お願いします。 

議長(潮平そのみ) 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４４号・伊是名村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４４号・伊是名村特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい
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ては、原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 

 議案第４５号・委託業務契約について（伊是名村デジタル防災行政無線基

地局機能強化事業）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 

村長(奥間 守君) 

 議案第４５号・委託業務契約について。 

 伊是名村デジタル防災行政無線基地局機能強化事業について、次のように

委託業務契約を締結したいので地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決を求めます。 

 １.契約の目的、伊是名村デジタル防災行政無線基地局機能強化事業。２.

契約の方法、随意契約。３.契約金額１億５,７０８万円。４.契約の相手方、

沖縄県那覇市安謝、株式会社 與洋電子。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、伊是名村デジタル防災行政無線基地局機能強化事業の委託業務

契約の締結については、伊是名村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例(昭和４７年条例第３１号)第２条の規定により議会の

議決を必要としますので、本案を提出いたします。 

 なお、別添随意契約理由書、そして業務概要等について添付されておりま

すので、お目通ししてご審議をお願いいたします。以上です。 

議長（潮平そのみ） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

議長（潮平そのみ） 

 休憩します。 

休憩 午後２時１３分 

再開 午後２時１４分 

議長（潮平そのみ） 

 再開します。 
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 他に質疑ありませんか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４５号・委託業務契約について（伊是名村デジタル防災行政

無線基地局機能強化事業）を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４５号・委託業務契約について

（伊是名村デジタル防災行政無線基地局機能強化事業）は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第７ 

 議案第４６号・物品購入契約について（水槽付き消防ポンプ自動車購入）

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 

村長(奥間 守君) 

 議案第４６号・物品購入契約について。 

 水槽付き消防ポンプ自動車購入について、次のように財産の取得をしたい

ので地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第８号の規定によ

り議会の議決を求めます。 

 １.契約の目的、水槽付き消防ポンプ自動車購入。２.契約の方法、指名競

争入札。３.契約金額５,１１３万９千円。４.契約の相手方、沖縄県那覇市、

株式会社 消防防災沖縄営業所。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、水槽付き消防ポンプ自動車の購入については、伊是名村議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和４７年条例

第３１号)第３条の規定により議会の議決を必要としますので、本案を提出い
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たします。 

 なお、別添資料として、入札結果報告書と水槽付き消防ポンプ自動車の概

要も添付しておりますので、お目通しお願いいたします。以上、ご審議よろ

しくお願いします。 

議長（潮平そのみ） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。２番、東江清和議員。 

２番（東江清和議員） 

 現在、この消防ポンプ車は何台あるのか。従来は、消防車庫等で台数が増

えたんですけど、いまシャッターの中に納まって見えないということがあり

ますが、何台ありますか。よろしくお願いします。あるいは何台あって、車検

切れ云々で財産の処分、こういうのはどういう具合にやってきたか、よろし

くお願いします。 

議長（潮平そのみ） 

 総務課長、諸見美奈子君。 

総務課長（諸見美奈子君） 

 ただいまの質問にお答えします。現在、消防車の台数については２台あり

ます。車検等については、それぞれ車検の方は入っている状況です。以上で

す。 

議長（潮平そのみ） 

 ２番、東江清和議員。 

２番（東江清和議員） 

 この１台が追加になるということになるわけですかな。 

議長（潮平そのみ） 

 総務課長、諸見美奈子君。 

総務課長（諸見美奈子君） 

 ただいまの質問にお答えします。今回１台、消防８号車、８台目になる消

防車を購入しますけれども、６号車のうるま市より譲渡を受けた消防車につ

いては、今回廃車ということで、この車両の方がなくなりますので、今回の
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購入ということになっております。以上です。 

議長（潮平そのみ） 

 他に質疑ありませんか。 

 休憩します。 

休憩 午後２時１９分 

再開 午後２時２０分 

議長（潮平そのみ） 

 再開します。 

 他に質疑ありませんか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４６号・物品購入契約について（水槽付き消防ポンプ自動車

購入）を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４６号・物品購入契約について

（水槽付き消防ポンプ自動車購入）は、原案のとおり可決されました。 

 次の日程に入る前に、地方自治法第１１７条の規定により、私潮平そのみ

は、除斥の対象となりますので、退場します。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後２時２１分 

再開 午後２時２１分 

副議長（伊禮正徳） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、議長が除斥により退場しましたので、副議長が議長の職務を行いま

す。 
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 日程第８ 

 議案第４７号・工事請負契約について（海岸保全施設整備工事(Ｒ７－１)）

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、奥間守君。 

村長(奥間 守君) 

 議案第４７号・工事請負契約について。 

 海岸保全施設整備工事（Ｒ７－１）について、次のように工事請負契約を

締結したいので地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第５号

の規定により議会の議決を求めます。 

 １.契約の目的、海岸保全施設整備工事（Ｒ７－１）。２.契約の方法、指名

競争入札。３.契約金額８,８００万円。４.契約の相手方、伊是名村字諸見、

有限会社 タカラ建設。 

 令和７年８月１５日提出、伊是名村長 奥間 守。 

 提案理由、海岸保全施設整備工事（Ｒ７－１）の請負契約の締結について

は、伊是名村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例(昭和４７年条例第３１号)第２条の規定により議会の議決を必要とします

ので、本案を提出いたします。 

 なお、資料として入札結果報告書、そして工事概要書、図面等が添付され

ておりますので、よろしくご審議お願いいたします。以上です。 

副議長（伊禮正徳） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 質疑ないようですので打ち切りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(「質疑なし」という者あり) 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」という者あり) 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第４７号・工事請負契約について（海岸保全施設整備工事(Ｒ７
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－１)）を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」という者あり) 

 異議なしと認めます。したがって、議案第４７号・工事請負契約について

（海岸保全施設整備工事（Ｒ７－１））は、原案のとおり可決されました。 

 潮平そのみ議長の除斥を解きます。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後２時２５分 

再開 午後２時２６分 

議長(潮平そのみ) 

 再開します。 

 次の日程に入る前に地方自治法第１１７条の規定により東江源也議員は、除

斥の対象となりますので、退場を求めます。 

 しばらく休憩します。 

休憩 午後２時２７分 

再開 午後２時２７分 

議長(潮平そのみ) 

 再開します。 

 日程第９ 

 陳情第１号・島産品の優先使用について（要請）を議題とします。 

 陳情第１号の理由及び趣旨については、お手元に配付してあるとおりです。

朗読は省略いたします。 

 それでは、陳情第１号・島産品の優先使用について（要請）を採決します。 

 お諮りします。本件は、採択することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、陳情第１号・島産品の優先使用について

（要請）は、採択することに決定しました。 

 東江源也議員の除斥を解きます。 

 しばらく休憩します。 
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休憩 午後２時２８分 

再開 午後２時２９分 

議長（潮平そのみ） 

 再開します。 

 日程第１０ 

 陳情第２号・県産品の優先使用について（要請）を議題とします。 

 陳情第２号の理由及び趣旨については、お手元に配付してあるとおりです。

朗読は省略いたします。 

 それでは、陳情第２号・県産品の優先使用について（要請）を採決します。 

 お諮りします。本件は、採択することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

 異議なしと認めます。 

 休憩します。 

休憩 午後２時２９分 

再開 午後２時２９分 

議長（潮平そのみ） 

 再開します。 

 したがって、陳情第２号・県産品の優先使用について（要請）は、採択する

ことに決定しました。 

 お諮りします。本臨時会で議決されました事件について、その条項、字句、

数字その他の整理を要するものについては、会議規則第４５条の規定により、

その整理を議長に委任されたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任

することに決定しました。 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 これで令和７年第４回伊是名村議会臨時会を閉会いたします。 

閉会（午後２時３０分） 
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